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産学官連携に係る各種相談
本学は、研究者や部局事務等学内からの産学官連携に係る

相談、企業や自治体等の学外からの各種相談を受け付けてい
ます。相談の流れは以下の通りです。

◆学内からの相談

◆学外からの相談

★もっと詳しく知るには

・学外からの相談の案内
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/company/gd_con.php

◆お問い合わせ先

学術研究・産学官連携本部
 産学官連携推進グループ
 （九大OIP株式会社イシュードリブンチーム）
  TEL：092-400-0527
  FAX：092-400-0527

E-mail：coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

共同研究等諸制度
本学は、教育・研究に続く第3の使命として積極的な「社会

貢献」を掲げており、その一環として、共同研究、受託研究、研
究開発コンサルティング、産学官連携を推進するための諸制
度を整備しています。

○共同研究
本学の研究者と民間企業等に所属している研究者とが、共

通の研究課題に共同で取り組む研究です（受入フローは、【図
1】のとおりです）。

○受託研究
国や民間企業等から、本学が委託を受けて行う研究です。

本学が受託した研究に要する経費は、委託者に負担して頂き
ます（受入フローは、【図1】のとおりです）。

産学連携

400-0547

産部進推携連官学産・究研局務事、はていつに究研同共・託受のと者究研学本と等関機間民※

学官連携推進課及び研究者が所属する部局の研究協力担当係が応対いたしますので、お気軽

にご相談下さい。

【図１】共同研究・受託研究の受入フロー

※ 民間機関等と本学研究者との受託・共同研究については、事務局研究・産学官連携推進
部産学官連携推進課及び研究者が所属する部局の研究協力担当係が応対いたしますの
で、お気軽にご相談下さい。

研究・産学官連携推進部
産学官連携推進課
受託共同契約係

TEL 

部局事務

②受入決定【部局長】

約款に同意

①申請

④受諾通知

⑤-2債権発生通知 ⑥請求書発行

⑦経費のお支払い

⑤-１契約締結通知

財務部経理課収入係

九州大学

③受入決定通知

※総長あての通知書に
申請書兼受諾書（写）
を添付

受入れ

担当者

必要に応じて調整

申請書兼受諾書

-------------
受諾します

㊞

申請書兼受諾書
（写）

-------------
受諾します

㊞

申請書兼受諾書

-------------
受諾します

㊞

の型定いなわ行は渉交や正修（款約くなはで書約契、はグンィテルサンコ発開究研※

契約文）での手続きとしています。なお、約款の内容変更（一部変更含む）は行い

ません。

九大OIP株式会社

092-400-0547

　  【図２】研究開発コンサルティングの受入フロー

※ 研究開発コンサルティングは、契約書ではなく約款（修正や交渉は行わない定型
の契約文）での手続きとしています。なお、約款の内容変更（一部変更含む）は
行いません。

https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/company/gd_con.php
mailto:coordinate%40airimaq.kyushu-u.ac.jp?subject=
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○研究開発コンサルティング
民間機関等からの幅広い課題・要望に対して、本学研究者

が教育・研究及び技術上の専門知識に基づく指導助言を通じ
て、委託者の業務又は活動を支援するものです。研究開発コ
ンサルティングに要する経費は、委託者に負担していただき
ます（受入フローは、【図2】のとおりです）。

★もっと詳しく知るには

・共同研究及び受託研究の案内
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/sky/jk_flow.php

・研究開発コンサルティングの案内
h t t p s : / / a i r i m a q . k y u s h u - u . a c . j p / j a / t e a c h e r 2 / p a g e .
php?code=69&side=company

◆お問い合わせ先

研究・産学官連携推進部
 産学官連携推進課受託共同契約係
  TEL：092-400-0547

E-mail：snskeiyaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

「組織」対「組織」の産学官連携
○共同研究部門

共同研究部門は、九州大学と民間企業等との組織的かつ中
長期的な研究事業の枠組みにより、民間企業等からの共同研
究費で学内に共同研究に係る拠点（共同研究部門）を設置し、
特定の研究分野について一定期間継続的に共同研究を実施し
ます。

○共同研究推進拠点
民間機関等の研究拠点を本学に受け入れ、本学と連携して

多面的な産学官連携活動を推進することによって、研究成果
の産業界への活用促進と相互の高度人材育成の充実を図るこ
とを目的とした制度です。

【共同研究部門との違い】
特定テーマの共同研究推進に加え、双方の人材育成を図り、

併せて、自社研究等の企業活動を実施可能とする連携の仕組
みです。

★もっと詳しく知るには

・共同研究部門の案内
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/company/cooperation_b.php

・共同研究推進拠点の案内
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/about/jointcenter/

◆お問い合わせ先

学術研究・産学官連携本部産学官連携推進グループ
 （九大OIP株式会社イシュードリブンチーム）
  TEL：092-400-0482

management@airimaq.kyushu-u.ac.jp

研究成果に係る名称使用
＊概要
「名称使用」とは、企業等が、本学との契約に基づき本学の教

員等と実施した共同研究、受託研究及び研究開発コンサル
ティングにより得られた成果を活用した商品・サービスに、
本学の名称を使用することをいいます。

手続きは、企業等から所定の様式にて申請いただき、申請内
容について確認・精査を行ったうえで、許可の可否を決定し
ます。事前に申請内容について企業等から関係教員に確認を
行っていただく必要があります。関係教員は、ご自身や大学
が責任を問われることのないように、申請内容（表示内容）が
事実と相違ないか、あるいは誤認される恐れがないかについ
て確認願います。
【基本的な考え方】
・本学との共同研究等の成果である事実を表示するもので

あること。
・製品等の情報に関して誇大な又は事実と異なる表示によ

り、消費者や社会に誤認を与えることがないこと。
・本学と製品等の製造販売業者等とが明確に区分され、本

学が製造物責任法による責任等を負うことのない表示で
あること。また、原則として製品そのものには表示でき
ないこと。

・本学の教職員等の写真・画像等は使用しないこと。

★もっと詳しく知るには

学術研究・産学官連携本部のホームページ
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/policy-rules-forms/#forms-and-
templates-15

◆お問い合わせ先

研究・産学官連携推進部産学官連携推進課
  TEL：092-400-0536

meisho@jimu.kyushu-u.ac.jp

利益相反
本学は、従来に比してより積極的な「社会貢献」を、教育・研

究に続く「第三の使命」として位置付けており、その一環とし
て共同研究、受託研究、大学発ベンチャー支援及び技術移転
等、様々な産学官連携活動を推進しています。

一方、産学官連携活動の健全な推進を図るためには、いわゆ
る「利益相反」と呼ばれる状態を大学として主体的にマネジメ
ントし、各職員が安心して産学官連携活動に取り組める環境
を整備する必要があります。

このことから本学では、九州大学利益相反ポリシー（平成
16年３月19日評議会承認）に基づき、九州大学利益相反マネ
ジメント要項を制定し、利益相反マネジメントを行っていま
す。

○利益相反とは
産学官連携活動を行う上で職員等が特定の企業等から正当

https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/sky/jk_flow.php
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/teacher2/page.php?code=69&side=company
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/teacher2/page.php?code=69&side=company
mailto:snskeiyaku%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/company/cooperation_b.php
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/about/jointcenter/
http://management@airimaq.kyushu-u.ac.jp
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/policy-rules-forms/#forms-and-templates-15
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/policy-rules-forms/#forms-and-templates-15
mailto:meisho%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
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な利益を得る、又は特定の企業等に対し必要な範囲で責務を
負うことは当然に想定され、また妥当なことです。しかしな
がら、真理の探求を目的とした研究を行い、高等教育を行う大
学と、営利の追求を目的とした活動を行う企業とは、その基本
的な性格・役割を異にすることから、産学官連携活動を行う
に当たり職員等が企業等との関係で有する利益や責務と大学
における責任とが衝突する状況が生じ得ます。これが利益相
反と呼ばれる状況であり、本学においては、マネジメントの対
象とする利益相反を次のとおり整理しています。

①広義の利益相反
狭義の利益相反と責務相反をあわせた概念

②狭義の利益相反
職員等又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益（実

施料収入、兼業報酬、未公開株式等）と、教育・研究という大
学における責任が衝突・相反している状況。

③責務相反
職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を

負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対す
る職務遂行責任が両立しえない状態。

④個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、職員等個人が得る利益と職員等

個人の大学における責任との相反
⑤大学（組織）としての利益相反

狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織
の社会的責任との相反

利益相反とは、「大学における責任が果たされていない」と
いう事実を指すのではなく、社会から「大学における責任が果
たされていないのではないか」という疑念を抱かれる状況を
指します。よって、法令違反とは異なる概念であり、適切なマ
ネジメントを実施することで社会への説明責任を十分に果た
すことができればよいことになります。

○マネジメント方法
①定期自己申告

毎年度１回、対象となる職員（役員（監事を除く）、教員、学
術研究員）より、産学官連携活動の有無、連携先からの経済
的利益の獲得状況及び連携先のエクイティの保有状況等、
利益相反を構成する事実関係について自己申告書を提出い
ただき、必要に応じて利益相反マネジメント・アドバイザー

によるヒアリング及びアドバイス等を行っています。

②厚生労働科研及び日本医療研究開発機構（AMED）の研究
に係る自己申告

厚生労働科学研究費補助金を用いた研究の実施者（研究
代表者、研究分担者）、又は、日本医療研究開発機構

（AMED）委託研究・補助金を用いた研究の実施者（研究開
発代表者、研究開発分担者及びこれに相当する研究者）につ
いては、各研究課題の交付申請書提出（または委託研究契約
締結）前までに、自己申告書（厚生労働省科学研究／日本医
療研究開発機構研究用）を提出いただき、必要に応じて利益
相反マネジメント･アドバイザーによるヒアリング及びア
ドバイス等を行っています。

③ご相談
利益相反に関する相談を学術研究・産学官連携本部にお

いて随時受け付けています。相談を希望する場合は、相談
シートを提出して下さい。

○臨床研究に係る利益相反マネジメント
臨床研究は、研究対象が人間であることから、被験者の人

権・生命を守り、安全にこれを実施することへ格別な配慮が
求められます。そこで、医系学府・研究院・研究所及び九州
大学病院では、「九州大学医系における臨床研究の利益相反
に関する指針」及び「医学系部局における臨床研究に係る利益
相反マネジメント要項」を策定し、上記の全学的な利益相反マ
ネジメントに加え、臨床研究に係る利益相反マネジメントを
重畳的に実施しています。

★もっと詳しく知るには

学術研究・産学官連携本部のホームページ
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/teacher/a_policy.php

◆お問い合わせ先

研究・産学官連携推進部産学官連携推進課
  TEL :092-400-0538
  FAX:092-400-0623

sosrenkei@jimu.kyushu-u.ac.jp

※�九州大学は産学連携業務の一部を子会社（大学100%出資）であ
る九大OIP株式会社に委託しています。

https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/teacher/a_policy.php
mailto:sosrenkei%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=

